
 京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。     

  令和５年３月２９日 

京都市選挙管理委員会委員長 村松 茂   

京都市選挙管理委員会規程第３号 

   京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 京都市選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線表示部分（以下「改正部分」という。）及び改正

後の欄に掲げる規定の下線表示部分（以下「改正後部分」という。）については、次のとお

りとする。 

（１）改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

（２）改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

改正前 改正後 

（職名） （職名） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 事務局に課長補佐を置くことがある。  

５ 企画、調査若しくは事務の統括を担当させ

るため必要があるときは局に参事、担当課

長、担当課長補佐又は担当係長を置くことが

ある。 

４ 企画、調査若しくは事務の統括を担当させ

るため必要があるときは局に参事、担当課長

又は担当係長を置くことがある。 

６ （略） ５ （略） 

７ 地方公務員法第１５条の２第１項第５号

に規定する標準的な職は、全ての職務につ

き、次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応

じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

職制上の段階 標準的な職 

１ 局長が属する職制上の段

階 

局長 

６ 地方公務員法第１５条の２第１項第５号

に規定する標準的な職は、全ての職務につ

き、次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応

じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

職制上の段階 標準的な職 

１ 局長が属する職制上の段

階 

局長 



２ 次長、参事が属する職制

上の段階 

部長 

３ 総務課長、選挙課長、担

当課長が属する職制上の

段階 

課長 

４ 課長補佐、担当課長補佐

が属する職制上の段階 

課長補佐 

５ 庶務係長、選挙係長、啓

発係長、担当係長が属す

る職制上の段階 

係長 

６ 主任が属する職制上の段

階 

主任 

７ １の項から６の項までに

掲げる職制上の段階以外

の職制上の段階 

係員 

  

２ 次長、参事が属する職制

上の段階 

部長 

３ 総務課長、選挙課長、担

当課長が属する職制上の

段階 

課長 

 

４ 庶務係長、選挙係長、啓

発係長、担当係長が属す

る職制上の段階 

係長 

５ 主任が属する職制上の段

階 

主任 

６ １の項から５の項までに

掲げる職制上の段階以外

の職制上の段階 

係員 

  

（職務） 

第１７条 （略） 

（職務） 

第１７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 参事、統括監察員、課長及び担当課長(以

下「課長等」という。)、担当課長補佐並び

に係長及び担当係長は、上司の命を受け、担

当事務を処理し、補佐職員があるときは、こ

れを指揮監督する。 

３ 参事、統括監察員、課長及び担当課長(以

下「課長等」という。)並びに係長及び担当

係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、

補佐職員があるときは、これを指揮監督す

る。 

４ 課長補佐は、課長が定める事務について課

長を補佐する。 

 

（代理） 

第１８条 （略） 

（代理） 

第１８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 



３ 課長等に事故があるときは、主管事務につ

き、課長補佐、担当課長補佐、係長又は担当

係長がその職務を代理する。 

３ 課長等に事故があるときは、主管事務につ

き、係長又は担当係長がその職務を代理す

る。 

（配属及び分担） 

第１９条 （略） 

（配属及び分担） 

第１９条 （略） 

２ 局長は、参事、課長等、担当課長補佐、係

長及び担当係長の担当する事務の概目を定

める。 

２ 局長は、参事、課長等、係長及び担当係長

の担当する事務の概目を定める。 

３ 課長等、担当課長補佐、係長、担当係長は、

補佐職員があるときは、その担当事務を定め

る。 

３ 課長等、係長、担当係長は、補佐職員があ

るときは、その担当事務を定める。 

（書記長等の専決事項） 

第２１条（略） 

（書記長等の専決事項） 

第２１条（略） 

２ （略） ２ （略） 

 (1)～(9)（略）  (1)～(9)（略） 

 (10) 京都市個人情報保護条例による個人

情報の開示、訂正及び利用停止（次号にお

いて「個人情報の開示等」という。）の請

求に対する決定等並びに個人情報の取扱

いの是正に関すること。 

 (10) 個人情報の保護に関する法律による

個人情報の開示、訂正及び利用停止（次号

において「個人情報の開示等」という。）

の請求に対する決定等並びに個人情報の

取扱いの是正に関すること。 

 (11)～(16)（略）  (11)～(16)（略） 

３～５（略） ３～５（略） 

 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（京都市選挙管理委員会事務局） 

 


